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諮問書 

 

 今治市立小中学校の「より良い教育環境」と「望ましい学校教育の実現」に資するた

め、今治市執行機関の附属機関設置条例第２条の規定により諮問いたします。 

 

記 

 

１ 諮問内容 

今治市の小中学校における学校規模及び学校配置のあり方について 

（第２次今治市学校適正配置基本方針の策定に関すること） 

 

２ 諮問理由 

 本市では、少子化により児童生徒数の減少や学校の小規模化が進み、児童生徒が集団

の中で多様な考えに触れ、切磋琢磨することを通じて、一人ひとりの資質や能力を伸ば

していくという環境の確保が難しくなっており、部活動や学級編成、学校行事などにも

影響が生じております。 

こうした現状を踏まえ、今治市教育委員会では、新たな今治市学校適正配置基本方

針の策定にあたりまして、今治市の小中学校、児童生徒の将来にわたる長期展望に立

って、子どもたちにとって「より良い教育環境」「望ましい学校教育の実現」の達成が

可能となるよう、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

 


